
凡例

市街化区域

都市計画法第３４条第１１号に基づく集落区域
（条例第３条第２項）

都市計画法第３４条第１２号に基づく指定区域
（条例第５条第２項に基づく既存の集落）

都市計画法第３４条第１２号に基づく指定区域
（条例第５条第１項第８号に基づく指定路線）

北本市都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域指定図


